
三 

答
申
等 

 
○
悪
臭
物
質
の
指
定
お
よ
び
悪
臭
規
制
基
準
の
範
囲
の
設
定
等
に
関
す
る
基
本
的
方
針
に
つ
い
て 

 
 

 
 

 
（昭
和
四
七
年
中
公
審
五
六
号
）････････････････････････････････････････････････････････

三
九
〇 

 

○
悪
臭
物
質
の
指
定
及
び
悪
臭
規
制
基
準
の
範
囲
の
設
定
等
に
関
す
る
基
本
的
方
針
に
つ
い
て
（第
二
次
答
申
） 

 
 

 
 

 

（昭
和
五
一
年
中
公
審
一
三
四
号
）･･････････････････････････････････････････････････････

三
九
六 

 

○
悪
臭
物
質
の
指
定
及
び
規
制
基
準
の
範
囲
の
設
定
に
つ
い
て
（
答
申
） 

 
 

 
 

 

（平
成
元
年
中
公
審
二
六
四
号
）････････････････････････････････････････････････････････

四
〇
〇 

 

○
悪
臭
物
質
の
指
定
及
び
規
制
基
準
の
範
囲
の
設
定
に
つ
い
て
（
答
申
） 

 
 

 
 

 

（平
成
五
年
中
公
審
三
三
九
号
）････････････････････････････････････････････････････････

四
〇
三 

 

○
排
出
水
に
含
ま
れ
る
悪
臭
物
質
の
規
制
基
準
を
定
め
る
方
法
に
つ
い
て
（
答
申
） 

 
 

 
 

 

（平
成
六
年
中
環
審
二
一
号
）･･････････････････････････････････････････････････････････

四
三
三 

 

○
悪
臭
防
止
対
策
の
今
後
の
あ
り
方
に
つ
い
て
（
答
申
） 

 
 

 
 

 

（平
成
七
年
中
環
審
四
一
号
）･･････････････････････････････････････････････････････････

四
四
四 

 

○
悪
臭
防
止
対
策
の
今
後
の
あ
り
方
に
つ
い
て
（第
二
次
答
申
） 

 
 

 
 

 

（平
成
九
年
中
環
審
一
二
一
号
）････････････････････････････････････････････････････････

四
五
二 

 

○
悪
臭
防
止
対
策
の
今
後
の
あ
り
方
に
つ
い
て
（第
三
次
答
申
） 

 
 

 
 

 

（平
成
一
二
年
中
環
審
一
七
九
号
）･･････････････････････････････････････････････････････

四
六
三 

 

○
悪
臭
防
止
対
策
の
強
化
の
た
め
講
ず
べ
き
方
策
の
在
り
方
に
つ
い
て
（
答
申
） 

 
 

 
 

 

（平
成
一
二
年
中
環
審
一
八
三
号
）･･････････････････････････････････････････････････････

四
七
六 




























































































































































































